
主催：松本市役所労政課
共催：長野県中信労政事務所、長野県社会保険労務士会 中信支部

非正規雇用労働者をめぐる法律は次々と改正されています。
2013年には、改正労働契約法の施行により有期契約労働者の無期転換ルールが、

2015年には、改正労働者派遣法の施行により３年の期間制限ルール、2020年からは、

「働き方改革」における非正規雇用の「同一労働同一賃金」への対応が求められまし
た。また、正規雇用と非正規雇用との「格差」に係る裁判所の判断は、社会的に注目
されることも多く、人事労務の現場において少なからず影響を及ぼしているのではな
いでしょうか。

本セミナーでは、最新の法制動向や現状の課題も踏まえ、非正規雇用労働者をめ
ぐる法律の基本と労務管理上のポイントをわかりやすく解説します。

【講師紹介】
埼玉大学経済学部卒業
在職中は、主に経理・総務関係業務に従事。証券会社、電気機械器具卸会社
勤務を経て、平成２９年に社会保険労務士事務所を開業

裏面のセミナー申込書を1月18日（木）までに、
FAX等でお送りいただくか、

こちらのＱＲコードからお申し込みください。

浅川 竹生 氏

日 時 令和６年１月２３日（火）午後1時３０分～３時３０分

裏面のセミナー申込書またはオンラインにてお申し込みください。申込み

講 師
浅川社会保険労務士事務所

社会保険労務士

参加料 無料

会 場 松本市勤労者福祉センター２－１会議室またはオンライン視聴
（ＺＯＯＭ）

平成17年4月～平成２6年３月 松本社会保険委員会会長
平成17年８月～平成2３年９月 長野地方社会保険医療協議会委員
平成21年４月～平成26年３月 長野県社会保険委員会連合会長
などを歴任


